
 まほろば健康パーク整備運営事業 実施方針 
 奈良県（以下「県」という。）は、まほろば健康パーク整備運営事業（以下「本事業」という。）について民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として実施することを予定している。 本事業に関し、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定及び本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の選定を行うにあたり、ＰＦＩ法第５条第１項の規定の定めるところにより、実施方針を策定したので公表する。 
 令和４年１０月２６日   
 奈良県知事  荒井 正吾
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１．１．１．１． 特定事業の選定に関する事項特定事業の選定に関する事項特定事業の選定に関する事項特定事業の選定に関する事項    

 （１） 事業内容に関する事項 事業名称 まほろば健康パーク整備運営事業 
 事業に供される公共施設等の種類 公園 
 公共施設等の管理者等の名称 奈良県知事 荒井 正吾 
 事業の目的 県が管理する都市公園であるまほろば健康パーク（以下、現在供用中のまほろば健康パークを「既存公園」という。）の機能を、新たな課題に対応しつつ強化するため、隣接して未利用となっている浄化センター敷地の緩衝緑地の一部を含む１０．８ｈａを活用して、乳幼児から小・中学生までの子どもたちが、発達段階に応じて遊びや運動を楽しめる施設を中心に、すべての世代の人々が楽しく過ごせる公園を新たに整備することとした。 本事業は、民間事業者のノウハウを最大限活用するため、ＰＦＩの手法により新たな公園を整備・運営することで、既存公園の機能を強化し、利用者のニーズに応じたより質の高いサービスを提供することを目的とするものである。 
 関連法令等 本事業を実施するにあたっては、関連する主な法令（施行令及び施行規則等を含む）、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、関連計画、各種基準、指針等についても適宜参考にするものとする。 関連する主な法令及び条例は次のとおりであるが、最新のものを適用することを原則とする。 法令 ・ 地方自治法 ・ 社会教育法 ・ 都市計画法 ・ 都市公園法 ・ 建築基準法 ・ 消防法 
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・ 建設業法 ・ 高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（バリアフリー新法） ・ 健康増進法 ・ スポーツ振興法 ・ 道路法 ・ 駐車場法 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ・ 労働安全衛生法 ・ 河川法 ・ 下水道法 ・ 水道法 ・ 電気事業法・電気設備に関する技術基準を定める省令 ・ 水質汚濁防止法 ・ 騒音規制法 ・ 振動規制法 ・ 景観法 ・ 文化財保護法 ・ 屋外広告物法 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・ 建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律 ・ エネルギーの使用の合理化に関する法律 ・ その他関係法令等 
 条例 ・ 奈良県立都市公園条例 ・ 奈良県建築基準法施行条例 ・ 奈良県生活環境保全条例 ・ 奈良県環境基本条例 ・ 奈良県景観条例 ・ 奈良県都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例 ・ 奈良県公衆浴場法施行条例 ・ 奈良県食品衛生法施行条例 ・ 奈良県興行場法施行条例 ・ 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 ・ 奈良県風致地区条例 
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・ その他、奈良県関係条例、大和郡山市関係条例、川西町関係条例 
 対象施設 本事業の対象施設は、図表１に示す公園施設である。各施設の詳細は要求水準書（案）に示す。 

 図表１ 対象施設 分類 内容 園路・広場 園路、みんなの広場、無料遊具広場、イベント広場 修景施設 植栽、花壇、その他これらに類するもの 休養施設 休憩所、ベンチ、その他これらに類するもの 遊戯施設 乳幼児用屋内遊戯施設、乳幼児用屋外遊戯施設、子どもの屋内遊戯施設、子どもの屋外遊戯施設、フィールドアスレチック 運動施設 天然芝広場、屋根付き人工芝広場 便益施設 カフェ・レストラン、駐車場・駐輪場、トイレ、時計台、水飲場、手洗場、その他これらに類するもの 管理施設 総合インフォメーション、クラブハウス、サイン、案内板、その他これらに類するもの 
 業務範囲 本事業における業務内容は以下のとおりである。各業務の内容は要求水準書（案）にて示す。 設計業務 ・事前調査業務 ・設計業務 ・各種申請等業務 ・その他設計業務において必要な業務 建設業務 ・解体・撤去業務 ・建設工事業務 ・什器・備品の調達設置業務 ・本施設の引渡し業務 ・各種申請等業務 ・その他建設業務において必要な業務 工事監理業務 ・工事監理業務 ・その他工事監理業務において必要な業務 維持管理業務 ・建築物保守管理業務 
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・建築設備保守管理業務 ・遊戯施設保守管理業務 ・園路・広場等保守管理業務 ・什器・備品保守管理業務 ・清掃業務 ・植栽維持管理業務 ・警備業務 ・環境衛生管理業務 ・修繕業務 ・駐車場及び駐輪場管理業務 ・その他維持管理において必要な業務 運営業務 ・開業準備業務 ・総合管理業務 ・遊びの支援業務 ・イベント・プログラム運営業務 ・カフェ・レストラン運営業務 ・広報業務 ・事業期間終了時の引継業務 ・自主事業 ・その他運営業務において必要な業務  
 事業方式 本事業は、事業者がＰＦＩ法に基づき、本施設を整備した後、施設所有権を県へ移転した上で、事業期間を通して維持管理及び運営業務を実施するＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式とする。 なお、一部の施設（有料の遊戯施設等）については、利用者ニーズや社会情勢の変化に柔軟に対応（増設・更新・修繕等）し、利用者の満足度向上や利用者数の増加を期待したいことから、当該施設を事業者が整備し、所有権を有したままの状態において、維持管理及び運営業務を実施するＢＯＯ（Build Own Operate）方式を想定している。 事業者による管理・運営事業の実施にあたっては、都市公園法、奈良県立都市公園条例及び奈良県立都市公園条例施行規則に基づく許可を得て行うものとする。  事業者の収入 事業者の収入は、県が支払うサービス対価、施設利用者から得る利用料金並びにカフェ・レストラン運営業務、イベント・プログラム運営業務及び自主事業から得られ
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る収入で構成される。 県が支払うサービス対価 県は、事業者が行う設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務に関する費用について、県が設定した予定価格の範囲内で事業者が提案した金額をもとに決定した金額をサービス対価として事業者に支払う。 このうち、設計業務、建設業務及び工事監理業務にかかる対価については、事業契約に基づき一定割合を設計・建設期間中に支払い、その残額を維持管理運営期間中において年度割にて支払うことを想定している。 なお、一部の施設（有料の遊戯施設等）、屋根付き人工芝広場、カフェ・レストラン及び自主事業に係る費用については、次のとおり、県が支払うサービス対価の対象外とすることを想定している。 
 ① 一部の施設（有料の遊戯施設等） 一部の施設（有料の遊戯施設等）に係る調達設置及び維持管理費については、県が支払うサービス対価の対象外とする。事業者が民間資金を活用して調達設置を行い、調達設置及び事業期間中の維持管理に係る費用については、イ）の利用料金の収入で回収する形態とする。８）事業方式に記載のＢＯＯ方式と組み合わせることで、民間の資金と経営能力・ノウハウを活用し、利用者ニーズの変化等に応じた施設の柔軟な更新がなされることを期待するものである。 
 ② 屋根付き人工芝広場 屋根付き人工芝広場の整備費及び維持管理費は、県が支払うサービス対価の対象とするが、屋根付き人工芝広場において実施するイベント・プログラム運営業務については、事業者の独立採算の形態での実施とし、県が支払うサービス対価の対象外とする。 
 ③ カフェ・レストラン カフェ・レストランのうち、建築躯体及び一部の設備等に係る整備費及び維持管理費は、県が支払うサービス対価の対象とする。それ以外の設備や什器・備品等の整備費及び維持管理費並びに運営費については、事業者の独立採算の形態での実施とし、県が支払うサービス対価の対象外とする。 

 ④ 自主事業 自主事業は、事業者の独立採算の形態での実施とし、県が支払うサービス対価の対象外とする。 
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施設利用者から得る利用料金 施設利用者から得る利用料金は、事業者の収入とすることを想定している。なお、利用料金については、奈良県都市公園条例及び同条例施行規則の定める範囲内で事業者が提案し、県が承認のうえ設定する。 なお、県では障害者に対する県有施設の使用料減免を行っており、本施設においても内容を県と協議のうえ、減免を実施するものとする。 
 カフェ・レストラン運営業務、イベント・プログラム運営業務及び自主事業から得られる収入 事業者は、運営業務のうち、カフェ・レストラン運営業務、イベント・プログラム運営業務及び自主事業により得られる収入について、自らの収入として得ることができる。 
 

 プロフィットシェアリングの導入 事業者の収益が、当初県と事業者の間で合意した事業計画における計画収益を上回る場合は、事業契約であらかじめ定めた算定方法に従い、その差額の一部を県へ納付することを想定している。 算定の対象額は、９）イ）の施設利用者から得る収益とし、差額のうち、県への納付を求める割合については事業者提案とすることを想定している。 
 事業スケジュール（予定） 事業スケジュールは図表２のとおり予定している。 

 図表２ 事業スケジュール（予定） 内容 時期 設計・建設、開業準備期間 令和６年１月～令和９年１０月 供用開始 令和９年１０月 維持管理・運営期間 令和９年１０月～令和２４年３月（約１４年６ヶ月） 
 （２） 特定事業の選定及び公表に関する事項 選定基準 県は、実施方針及び要求水準書（案）（以下「実施方針等」という。）の公表及び実施方針等に関する質問回答・意見等の受付けの手続きを経て、県自らが本事業を従来型事業として実施した場合とＰＦＩ事業として実施した場合を比べ、本事業をＰＦＩ事業として実施することにより、事業期間を通じた県の財政支出額の縮減を期待できる場合、又は県の財政支出額が同一の水準にある場合において公共サービ
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スの水準の向上が期待できる場合には、ＰＦＩ法第７条に基づき本事業を特定事業として選定する。 
 選定方法 県の財政支出見込み額の算定に当たっては、将来の費用と見込まれる財政支出額の総額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価を行う。 県が提供を受けるサービスの水準は、できる限り定量的な評価を行うこととするが、定量化が困難な場合には客観性を確保した上で定性的な評価を行う。 

 選定結果の公表方法 本事業を特定事業として選定した場合には、その結果を評価の内容と併せて、速やかに公表する。また、特定事業に選定しないことにした場合にも、その旨を公表する。 
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２．２．２．２． 事業者の募集及び選定に関する事項事業者の募集及び選定に関する事項事業者の募集及び選定に関する事項事業者の募集及び選定に関する事項    （１） 事業者の募集及び選定方法 事業者の募集及び選定にあたっては、県の財政支出額のみならず、施設計画、維持管理計画、運営計画等の提案内容を総合的に評価（「総合評価一般競争入札」：地方自治法施行令第１６７条の１０の２）して決定する予定である。 
    （２） 事業者の募集及び選定のスケジュール 事業者の募集及び選定のスケジュールは、図表３のとおり想定している。 
 図表３ 事業者の募集及び選定のスケジュール 日程（予定） 事業者選定手順 令和４年１０月２６日 実施方針等の公表 令和４年１１月８日 実施方針等に関する説明会及び現地説明会 令和４年１１月１６日～１８日 実施方針等に関する個別対話 令和４年１１月２１日 実施方針等に関する質問・意見の受付締切 令和４年１２月１４日 実施方針等に関する質問への回答 令和５年３月 特定事業の選定・公表 令和５年３月 入札説明書等の公表 令和５年３月 入札説明書等に関する説明会及び現地説明会 令和５年４月 入札説明書等に関する個別対話（第１回） 令和５年４月～５月 入札説明書等に関する質問及び回答（第１回） 令和５年５月～６月 参加表明書の受付締切、資格審査結果の通知 令和５年６月 入札説明書等に関する個別対話（第２回） 令和５年６月 入札説明書等に関する質問及び回答（第２回） 令和５年７月 入札及び提案書の受付 令和５年１０月 落札者の決定 令和５年１０月 基本協定の締結 令和５年１１月 仮契約の締結 令和５年１２月 事業契約の締結 

 （３） 募集手続等 実施方針等の公表、実施方針等に関する説明会及び現地説明会  本事業に対する民間事業者の参入の促進に向けて、実施方針等の説明会を実施する。 また、令和４年１１月８日（火）９時より、奈良県流域下水道センター ４階研修室にて実施方針等に関する説明会を、同１０時より、現地説明会を実施する予定であるため、参加希望者は様式１「実施方針等に関する説明会及び現地説明会参加申込書」に必要事項を記入のうえ、８（５）に示す担当課へ令和４年１０月２７日（木）から１１月４日（金）までの間に、電子メールにより提出すること。  実施方針等に関する質問・意見の受付、回答 
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実施方針等に記載した内容に対する質疑回答を実施する。 実施方針等について不明な点又は意見がある場合は、様式２「実施方針等に関する質問書」又は様式３「実施方針等に関する意見書」に記入のうえ、８（５）に示す担当課へ令和４年１０月２７日（木）から１１月２１日（月）までの間に、電子メールにより提出すること。 これらの質問に対する回答は、令和４年１２月１４日（水）までに県ホームページへの掲載にて公表する。 
 実施方針等に関する個別対話 実施方針等に関する十分な意思疎通を図ることを目的として、実施方針等に関する民間事業者との個別対話の場を令和４年１１月１６日（水）から１８日（金）までの間に設ける。 個別対話への出席を希望する場合は、様式４「実施方針等に関する個別対話参加申込書」に必要事項を記入のうえ、８（５）に示す担当課へ令和４年１０月２７日（木）から１１月１０日（木）までの間に、電子メールにより提出すること。 
 特定事業の選定・公表 実施方針等に対する意見等を踏まえ、ＰＦＩ事業として実施することが適当であると認められる場合、本事業を特定事業として選定し公表する。 
 入札説明書等の公表 公表した実施方針等に対する民間事業者からの意見等を踏まえ、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書（案）及び事業契約書（案）（以下「入札説明書等」という。）を公表する。 
 入札説明書等に関する質問の受付、回答（第１回、第２回） 入札説明書等に記載した内容に対する質疑回答を行う。 詳細な質問の提出方法、提出期間等は入札説明書等により提示する。 
 参加表明書の受付、資格審査結果の通知 入札参加を希望する者は、参加表明書（資格審査に必要な書類を含み、以下「参加表明書等」という。）を提出すること。資格審査の結果は、参加表明書等の提出者に通知する。 なお、参加表明書等の提出方法、提出期間等は、入札説明書等により提示する。 
 入札説明書等に関する個別対話（第１回、第２回） 
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入札説明書等に関する十分な意思疎通を図ることを目的として、入札説明書等に関する個別対話の場を設ける。 詳細は入札説明書等により提示する。 
 入札及び提案書の受付 入札参加者は、入札書及び本事業に関する事業計画等の提案内容を記載した提案書（入札書及び提案書を合わせて以下「提案書類」という。）を提出すること。 詳細は入札説明書等により提示する。 
 落札者の決定 まほろば健康バーク機能強化エリア整備事業事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にて、入札参加者から提出があった提案書類を審査し、最も優れていると認めた入札参加者を最優秀提案者として選定し、県は選定委員会の結果を踏まえ、落札者を決定する。 

 

 基本協定の締結 県と落札者は、事業契約の締結に向けた基本的な事項を定める基本協定を締結する。 
 

 仮契約の締結 落札者は、県と基本協定を締結した後、本事業を実施する事業者として、会社法に定める株式会社として特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を奈良県内に設立する。 県とＳＰＣは、基本協定を踏まえ、本事業の事業契約についての仮契約を締結する。 
 

 事業契約の締結 仮契約は県議会の議決を経て、本契約となる。 
 （４） 入札参加者の備えるべき参加資格要件 参加者の構成等 入札参加者は、次の①から⑤に記載する複数の企業（法人に限る）により構成されるグループ（以下「入札参加グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「構成員」という。）とし、入札参加に際しては、各企業がいずれの区分に属するかを明らかにするものとする。 ① 本事業に係る設計業務を担当する企業（以下「設計企業」という。） 
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② 本事業に係る建設業務を担当する企業（以下「建設企業」という。） ③ 本事業に係る工事監理業務を担当する企業（以下「工事監理企業」という。） ④ 本事業に係る維持管理業務を担当する企業（以下「維持管理企業」という。） ⑤ 本事業に係る運営業務を担当する企業（以下「運営企業」という。） 上記ア）の企業以外に、資金調達・事業マネジメント等を行う企業（以下「その他企業」という。）を、必要に応じて入札参加グループに含めることができる。 上記ア）の要件において、同一の企業が複数の業務を実施することができるが、工事監理企業と建設企業を同一の者又は相互に資本面若しくは人事面で関係のある者が兼ねることはできない。（「資本面で関係のある者」とは、当該企業の発行済み株式総数の１００分の５０以上の株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０以上の出資をしている者をいい、「人事面で関係のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。） 入札参加グループの構成員は、以下の定義により分類される。 代表企業：ＳＰＣから直接業務の受託・請負をし、かつＳＰＣに出資する企業のうち、入札参加グループの構成員を代表し入札手続きを行う企業 構成企業：ＳＰＣから直接業務の受託・請負をし、かつＳＰＣに出資する企業 協力企業：ＳＰＣから直接業務の受託・請負をし、かつＳＰＣには出資しない企業 入札参加グループの構成員は、他の入札参加グループの構成員になることはできない。また、入札参加グループの構成員のいずれかと資本面若しくは人事面で関係のある者が、他の入札参加グループの構成員となることはできない。 代表企業及び構成企業が保有するＳＰＣの株式は、各社の合計で、ＳＰＣの議決権を有する全株式の５０％を超えるようにすること。また、代表企業は、出資者の中で最大出資比率とすること。さらに、全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有し、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。 
 入札参加者の参加資格要件 一般的要件 入札参加グループの構成員は、いずれも以下の要件を満たすこと。 ① ＰＦＩ法第９条第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 ② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限に該当しないこと。 ③ 「奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領」又は「奈良県
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物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領」に基づく入札参加停止措置を参加表明書、並びに入札及び提案書の提出日に受けていないこと。 ④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、和議法（大正１１年法律第７２号）に基づく和議開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ⑤ 本事業についてアドバイザリー業務を委託した、株式会社長大（東京都中央区）並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にある内藤滋法律事務所（東京都中央区）又はこれらの者と資本面（これらの者の発行済み株式総数の１００分の２５を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の２５を超える出資をしていることをいう。）もしくは人事面（代表者又は役員がこれらの者の代表者又は役員を兼ねていることをいう。以下同じ。）において関連がある者でないこと。 ⑥ 本事業の選定委員会の委員と人事面において関連がある者でないこと。 ⑦ 参加表明書により参加の意思を表明した入札参加グループの構成員の変更は原則として認めない。ただし、参加表明書等提出後に参加グループの代表企業以外の構成員の一部が会社更生法に基づく更正手続き開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行ったこと又は県から入札参加停止措置を受けたことにより参加資格を失った場合等、県が止むを得ないと認めた場合においては、入札及び提案書の提出日の４日前までに県と協議を行い、構成員を補充する等し、改めて参加表明書を提出し、入札日までに入札参加資格の確認を受けたときは入札に参加することができる。 
 各業務に当たる者の要件 入札参加グループの構成員のうち、設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業及び運営企業は、上記ア）の要件に加えてそれぞれ次の資格要件を満たすこと。 
 ① 設計企業 設計企業は、次の aから gの全ての要件を満たしていること。 なお、設計業務は複数の者で実施することもできるが、複数の者で実施する場合、当該複数者のいずれかが a又は cの要件を満たすこととし、かつ、aを満たす者が b、d及び fを、cを満たす者が e及び gの要件を満たすこと。その場合、

f及び gの要件については、それぞれ１者が満たしていること。これにより、複数者で実施する場合においても、aから gの全ての要件を当該複数者のいずれかが満たしていること。 
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a 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 
b 建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成８年１２月奈良県告示第４２７号）による競争入札参加資格（以下「県建設工事等競争入札参加資格」という。）のうち、建築設計業務に登録していること。 
c 県建設工事等競争入札参加資格のうち建設コンサルタント（造園部門）に登録していること。 
d 国（公社、公団及び独立行政法人を含む）又は地方公共団体が発注した業務で、過去１５年以内に完了した公共施設の実施設計（新設又は全面改修）の元請実績を有すること。 
e 国（公社、公団及び独立行政法人を含む）又は地方公共団体が発注した業務で、過去１５年以内に都市計画法施行規則第 7 条第５項に規定される公園（街区公園を除く）の設計の元請実績（新設又は全面改修）を有すること。 
f 設計業務責任者として、一級建築士の資格を有するとともに、d又は eに示す業務に従事し、当該業務が完了した実績を有する者を配置できること。 
g 公園設計主任技術者として、eに示す業務に従事し、当該業務が完了した実績を有する者を配置できること。 
 ② 建設企業 建設企業は、次の aから iの全ての要件を満たしていること。 なお、建設業務は複数の者で実施することもできるが、複数の者で実施する場合、当該複数者のいずれかが a又は bの要件を満たすこととし、かつ、aを満たす者が c、e及び gを、bを満たす者が d、f及び hの要件を満たすとともに、そのうち１者が i の要件を満たすこと。これにより、複数者で実施する場合においても、

aから iの全ての要件を当該複数者のいずれかが満たしていること。 
a 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による建築工事業の特定建設業の許可を受けている者であること。 
b 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による土木工事業の特定建設業の許可を受けている者であること。 
c 経営事項審査結果の結果における建築一式工事の総合評定値が１,２００点以上であること。 
d 経営事項審査結果の結果における土木一式工事の総合評定値が１,２００点以上であること。 
e 県建設工事等競争入札参加資格のうち、建築一式工事の資格を有する者
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であること。 
f 県建設工事等競争入札参加資格のうち、土木一式工事の資格を有する者であること。 
g 過去１５年以内に完了した公共施設の施工実績を有すること。ただし、共同企業体構成員としての施工実績は、代表者として施工したものにあっては出資比率が２０％以上の場合に、構成員として施工したものにあっては１０％以上の場合に限る。 
h 過去１５年以内において、都市計画法施行規則第７条第５項に規定される公園（街区公園を除く）の施工の元請実績（新設又は全面改修）を有すること。ただし、共同企業体構成員としての施工実績は、代表者として施工したものにあっては出資比率が２０％以上の場合に、構成員として施工したものにあっては１０％以上の場合に限る。 
i 建設業務責任者として、建設業法で求める監理技術者の資格を有するとともに、g又は hに示す工事に従事し、当該工事が完了した実績を有する者を配置できること。 
 ③ 工事監理企業 工事監理企業は、次の aから fの全ての要件を満たしていること。 なお、工事監理業務は複数の者で実施することもできるが、複数の者で実施する場合、当該複数者のいずれかが a又は cの要件を満たすこととし、かつ、aを満たす者が b及び dを、cを満たす者が eの要件を満たすとともに、そのうち１者が fの要件を満たすこと。これにより、複数者で実施する場合においても、aから fの全ての要件を当該複数者のいずれかが満たしていること。 
a 建築士法第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 
b 県建設工事等競争入札参加資格のうち、建築設計業務の資格を有するものであること。 
c 県建設工事等競争入札参加資格のうち建設コンサルタント（造園部門）に登録していること。 
d 国（公社、公団及び独立行政法人を含む）又は地方公共団体が発注した業務で、過去１５年以内に完了した公共施設の実施設計（新設又は全面改修）又は工事監理の元請実績を有すること。 
e 国（公社、公団及び独立行政法人を含む）又は地方公共団体が発注した業務で、過去１５年以内に都市計画法施行規則第７条第５項に規定される公園（街区公園を除く）の設計の元請実績（新設又は全面改修）を有すること。 
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f 工事監理責任者として、一級建築士の資格を有し、d又は eに示す業務に従事し、当該業務が完了した実績を有する者を配置できること。 
 ④ 維持管理企業 維持管理企業は、次の aから cの全ての要件を満たしていること。 なお、維持管理業務は複数の者で実施することもできるが、複数の者で実施する場合、全ての者が a の要件を満たすとともに、少なくも１者は全ての要件を満たすこと。 
a 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示第 455 号）による競争入札参加資格（以下「県物品購入等競争入札参加資格」という。）を有するもので、営業種目Ｑ１建物管理又はＱ７諸サービスに登録している者であること。 
b 過去１５年以内に都市計画法施行規則第７条第５項に規定される公園（街区公園を除く）の維持管理を完了した業務実績を有していること。 
c 維持管理業務責任者として、bに示す業務に従事し、当該業務が完了した実績を有する者を配置できること。 
 ⑤ 運営企業 運営企業は、次の aから cの全ての要件を満たしていること。 なお、運営業務は複数の者で実施することもできるが、複数の者で実施する場合、全ての者が a の要件を満たすとともに、少なくも１者は全ての要件を満たすこと。 
a 県物品購入等競争入札参加資格を有する者で、営業種目Ｑ７諸サービスに登録している者であること。 
b 過去１５年以内に、遊具が設置されている子どもの遊びの支援を目的とした有料の施設において、国、地方公共団体又は独立行政法人が発注した指定管理又は運営業務を継続して２年以上実施し、完了した実績を有していること。 
c 運営業務責任者として、bに示す業務に従事し、当該業務が完了した実績を有する者を配置できること。 

 （５） 審査及び選定に関する事項 審査に関する基本的な考え方 
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審査は、選定委員会で行うものとし、審査に用いる落札者決定基準は入札説明書と併せて公表する。 選定委員会において、施設計画、維持管理計画、運営計画等の各面から総合的に提案書類の審査を行い、最も優れた提案を最優秀提案者とする。 選定委員会において、最優秀提案を選定するまでの間において、入札参加者の構成員が地方自治法施行令第１６７条の４の規定に基づく参加資格の制限、または、県の入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止措置を受けた場合には選定しない。 
 審査手順に関する事項 審査は、以下の手順により行うこととする。 資格審査 ２．（４）の入札参加者の備えるべき参加資格要件の具備を審査する。 提案書類審査 落札者決定基準に基づき、施設計画、維持管理計画、運営計画等を総合的に審査する。 
 落札者の決定 選定委員会は入札参加者からの提案書類を審査し、最も優れていると認めた入札参加者を最優秀提案者として選定し、県は選定委員会の結果を踏まえ、落札者を決定する。 
 （６） 審査の結果及び評価の公表 審査の結果及び評価は公表する。 
 （７） 入札の中止等 競売入札妨害又は談合行為の疑い、不正又は不誠実な行為等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、入札の執行延期、再入札公告又は入札の取り止め等の対処を図る場合がある。 

 （８） 落札者を選定しない場合 事業者の募集及び選定の過程において、入札参加者が無い、あるいは、いずれの入札参加者も県の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でないと判断された場合には、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 
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（９） 提出書類の取り扱い 著作権 提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。 ただし、本事業において公表、及びその他、県が必要と認めるときには、県は当該提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 また、契約に至らなかった入札参加者の提案書類は、県が落札者決定過程等を説明する以外の目的には使用しないものとする。 
 特許権等 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、入札参加者が負うものとする。 
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３．３．３．３． 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事

項項項項    

 （１） 基本的考え方 本事業における責任分担の基本的考え方は、県と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものとする。 この考え方に基づいて、県及び事業者における設計及び建設段階、維持管理及び運営段階等におけるリスク分担表を別紙「予想されるリスクと責任分担表（案）」で提示する。 
 （２） 県による事業の実施状況、サービス水準の監視（モニタリング） 県は、事業者が事業契約等で規定された業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要求水準を達成しているか否か及び事業者の財務状況の把握等を目的にモニタリングを行う。モニタリングの実施方法等の詳細は入札説明書等で示す。 

 （３） 事業終了後の措置 ＢＴＯ方式の対象施設について、事業者は事業期間終了時においても要求水準を満たす良好な状態を保持し、県に引継ぐものとする。 ＢＯＯ方式の対象施設については、原則として全て事業者の責任及び費用負担による撤去・原状回復とするが、県との協議によっては、この限りではない。 
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４．４．４．４． 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項    

 （１） 立地 奈良県大和郡山市やまとこおりやまし宮堂みやどう町ちょう及び額田部南町ぬかたべみなみまち、磯城郡し き ぐ ん川西町かわにしちょう大字下永しもなが
 

 （２） 事業用地の規模及び配置 本事業の用地（以下「事業用地」という。）は、図表４に示す約１０.８haの区域である。 なお、事業用地のうち、軟式野球場を含む約２.３haの区域は「新県営プール施設等整備運営事業」の事業範囲であるが、県は、本事業の実施までに事業用地への変更を行う予定である。 
 

図表４ 事業用地 
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５．５．５．５． 事業計画または事業計画または事業計画または事業計画または事業事業事業事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措契約の解釈について疑義が生じた場合における措契約の解釈について疑義が生じた場合における措契約の解釈について疑義が生じた場合における措

置に関する事項置に関する事項置に関する事項置に関する事項    

 事業計画または事業契約の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約書に定める具体的措置に従う。 また、事業契約に関する紛争については、奈良地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
 

６．６．６．６． 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項    

 （１） 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、県及び事業者は当該事由に応じて必要な修復その他の措置を講じ、事業の継続を図る。 
 （２） 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 修復その他の措置を講じたにもかかわらず、本事業の継続が困難となった場合は、以下の措置を講じる。 

 モニタリング結果に基づく是正措置等 県は、事業者が事業契約で定める条件に違反した場合、又は事業者により提供されるサービスが要求水準を満たさないと判断した場合には、事業者に対して業務の改善勧告及びサービス購入料の減額等を行うことができる。 
 モニタリング結果に基づく契約解除 県は、業務の改善勧告を行ったにもかかわらず、事業者が一定の期間内に改善措置を講じなかった場合、又は改善することができなかった場合には、事業契約を解除することができる。 また、県は、事業者が改善措置を講じてもなお、サービスの提供に重大な障害の発生が懸念される場合、または業務遂行能力の回復が困難であると判断した場合には、事業契約の解除、又は指定管理者の指定を取り消すことができる。ただし、県は、事業契約を解除する前に、事業者に対して一定の猶予期間を与える場合がある。 

 事業者の倒産等による事業契約の解除 県は、事業者の倒産、財務状況の著しい悪化、その他事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難と合理的に判断される場合には、事業契約を解除す
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ることができる。 
 損害賠償 前２項の規定により事業契約を解除した場合、事業者は県に生じた損害を賠償しなければならない。 

 （３） 県の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 事業契約の解除 県の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難と合理的に判断される場合、事業者は事業契約を解除することができる。 
 損害賠償 前項の規定により事業者が事業契約を解除した場合、県は事業者に生じた損害を賠償する。 

 （４） 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 不可抗力その他県又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合には、県及び事業者は、事業継続の可否について協議することとする。なお、一定期間内に協議が整わなかった場合、事業契約の措置に従うこととする。 
 （５） 金融機関との協議 県は、本事業の安定性、継続性の確保のために必要がある場合には、事業者に資金提供を行う金融機関と協議を行い、直接協定（ダイレクトアグリーメント）を結ぶことがある。 

    

７．７．７．７． 法制上及び税制上の措置並びに法制上及び税制上の措置並びに法制上及び税制上の措置並びに法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項財政上及び金融上の支援に関する事項財政上及び金融上の支援に関する事項財政上及び金融上の支援に関する事項    

 （１） 法制上及び税制上の措置 事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。 
 （２） 財政上及び金融上の支援 事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、県はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めるものとする。 
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８．８．８．８． その他特定事業の実施に関し必要な事項その他特定事業の実施に関し必要な事項その他特定事業の実施に関し必要な事項その他特定事業の実施に関し必要な事項    

 （１） 議会の議決 本事業の実施に係る議案の定例県議会への提出予定は次に示すとおりである。 債務負担行為の設定に関する議案 令和５年県議会２月定例会 事業契約に関する議案 令和５年県議会１２月定例会 指定管理者指定に関する議案 令和９年県議会６月定例会 
 （２） 指定管理者の指定 県は、本施設を地方自治法第２４４条の規定による公の施設とし、事業者を同法第２４４条の２第３項の規定による指定管理者として指定する予定である。 
 （３） 情報公開及び情報提供 「奈良県情報公開条例」に基づき情報公開を行う。 また、情報提供は、記者発表及びインターネット等を通じて行う。 
 （４） 提案に伴う費用負担 提案に伴う費用については、すべて入札参加者の負担とする。 
 （５） 実施方針等に関する問い合わせ先 実施方針等に関する問い合わせ先は次のとおりである。 なお、実施方針等に関する質問又は意見については、口頭又は電話での直接回答は行わない。 
 奈良県 県土マネジメント部 地域デザイン推進局 公園緑地課 都市公園係 住所  ：〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 電話  ：０７４２－２７－８０６９（直通） Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ：ryokuchi@office.pref.nara.lg.jp 
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別紙 予想されるリスクと責任分担表（案） 本責任分担表（案）は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すものである。詳細については、入札説明書とともに公表する事業契約書（案）において示す。 〇：主分担、△：従分担 段階 No リスクの種類 リスクの内容 負担者 県 事業者 

共通 

1 入札説明書 入札説明書等の誤り・内容の変更によるもの ○  2 資金調達リスク 県が調達する建設の一時支払金に関するもの 〇  事業者の資金調達に関するもの  〇 3 許認可取得リスク 県の事由による許認可の取得遅延等によるもの 〇  事業者の事由による許認可の取得遅延等によるもの  〇 4 法令変更リスク 本事業に直接影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によるもの 〇  上記以外の法制度・許認可の新設・変更によるもの  〇 5 税制変更リスク 本事業に直接影響を及ぼす税制度の新設・変更 によるもの 〇  法人の利益にかかる税制度の新設・変更によるもの（法人税等）及び上記以外の税制度の新設・変更によるもの  〇 6 近隣対応リスク 本施設の設置そのものに対する住民反対運動等 ○  上記以外のもの  ○ 7 環境影響リスク 本事業に関する騒音、振動、有害物質の排出等により生じる環境への影響  ○ 8 事業中止・延期・遅延リスク 県の事由による事業の中止・延期・遅延 ○  事業者の事由による事業の中止・延期・遅延  ○ 9 第三者賠償リスク 事業者が行う業務に起因するもの  ○ 上記以外の要因によるもの ○  10 金利変動リスク 基準金利確定日までの金利変動のうち基準金利の変動によるもの ○  基準金利確定日までの金利変動のうち事業者提案のスプレッド分の変動によるもの  ○ 基準金利確定日以降の金利変動によるもの  ○ 11 不可抗力リスク 戦争、暴動、天災等による事業の延期・中止・変更及び費用の増加 ○ △※１ 12 物価変動リスク インフレ・デフレによる費用の増減 ○ △※２ 
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段階 No リスクの種類 リスクの内容 負担者 県 事業者 事 業 契約 締 結前 13 提案コストリスク 提案費用に関するもの  ○ 14 契約リスク 県の帰責事由により事業者と契約締結できないリスク ○  事業者の帰責事由により県と契約締結できないリスク  ○ 

設計・建設段階 
15 用地リスク 土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発見等の用地の不適合のうち、県が提示した資料等により通常予測可能なものによるもの  ○ 上記以外の通常予測できない用地の不適合に関するもの ○  16 測量・調査リスク 県が提示した測量・調査資料に関するもの ○  事業者が実施した測量・調査に関するもの  ○ 17 設計リスク 県の事由（県の指示による設計変更等）による設計等の完了遅延・設計費の増大 ○  事業者の事由（提案した設計内容の不備、基本設計・実施設計の不備等）による設計等の完了遅延・設計費の増大  ○ 18 建設工事遅延リスク 県の事由による（要求水準書の不備、県の指示による設計変更、提示条件等の不備・変更、土地の不適合）工事の遅延・工事費の増大 ○  事業者の事由による（設計の不備、履行遅滞等）工事の遅延・工事費の増大  ○ 19 施設性能リスク 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

維 持 管理・運営段階 
20 施設の不適合リスク 事業者が自ら設置し保有している遊具や備品等の不適合によるもの  〇 上記以外の施設のうち、事業契約に規定する契約不適合の責任期間中に見つかった施設の不適合によるもの  〇 上記以外の施設のうち、事業契約に規定する契約不適合の責任期間後に見つかった施設の不適合によるもの 〇  21 要求水準の不適合リスク 維持管理業務及び運営業務の要求水準不適合によるもの  〇 22 施設損傷リスク 利用者及び不特定の第三者の故意又は重過失による事故・火災等による施設の損傷のうち、事業者が自ら設置し保有している遊具や備品等を除く施設に関するもの 〇  上記以外のもの  〇 23 維持管理・運営費の変動リスク 県の事由による事業内容等の変更による維持管理・運営費の変動 〇  上記以外の事由による維持管理・運営費の変動  〇 
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段階 No リスクの種類 リスクの内容 負担者 県 事業者 
維 持 管理・運営段階 24 修繕更新リスク 県の事由よる機能劣化等の修繕･更新 〇  上記以外の事由による機能劣化等の修繕･更新  〇 

25 需要変動リスク 事業者が企画・実施するイベント、プログラムの利用者数の変動によるイベント、プログラムの利用料金収入の増減に関するリスク  ○ カフェ・レストランの利用者数の変動によるカフェ・レストランの収入の増減に関するリスク  ○ 上記以外で利用料金を徴取する施設の利用者数の変動による収入の増減に関するリスク △※３ ○ 終了時 26 施設の性能確保リスク 事業終了時における施設の性能確保に関するもの  ○ 
 ※１ 不可抗力リスクは、一定の金額までは事業者負担、それを超える金額は県負担とする予定である。 ※２ 物価変動リスクは、一定以上の物価変動が生じた場合に、県が事業者へ支払うサービス対価の見直しを行う予定である。 ※３ 事業者の収益が一定の金額を超過した場合は、超過した額の一部について、県への納付を求める予定である。 
 

 

 

 


